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集
会
の
工
夫 
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
の
記
録
に
は
、
集
会
議
員
二
〇
人
と
耕
地
総
代

二
人
の
選
出
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
こ
と
を
協
議
し
て
決
め
て
い
こ
う
と
し
て
き
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
年
は
消
防
方
二
〇
人
も
決
め
ら
れ
、
地
域
の
自
治
組
織
が

次
第
に
整
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

た
だ
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
の
記
録
に
は
、｢

集
会
に
と
か
く
寄
り
が
悪
く
不
都
合

で
あ
る
か
ら
、
二
〇
人
の
評
議
員
を
置
く｣

「
耕
地
総
代
、
評
議
員
で
決
め
ら
れ
な
い
重
大
な

こ
と
は
、
耕
地
集
会
を
開
い
て
決
め
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

年
数
が
進
み
、
集
会
な
ど
も
や
や
惰
性
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
課
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
組
織
を
再
構
築
し
、
常
に
そ
の
と
き
ど
き
に
工
夫

し
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。 

 
 

 

出
征
兵
士
へ
の
支
援 

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
日
清
戦
争
が
始
ま
り
、
小
倉
・
温
・

明
盛
村
か
ら
の
従
事
者
は
四
七
人
で
、
う
ち
明
盛
村
か
ら
は
二
四
人
が
戦
地
に
赴
い
て
い
ま

す
。
こ
の
と
き
、
七
日
市
場
か
ら
は
二
人
が
従
軍
し
て
い
ま
す
が
、
区
で
は
出
征
兵
士
一
人

に
一
〇
円
の
見
舞
金
を
、
二
回
に
分
け
て
贈
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
出
発
の
と
き
に
は
諏

訪
神
社
に
お
神
酒
を
あ
げ
、
地
域
の
人
達
が
総
出
で
武
運
長
久
を
祈
り
、
梓
橋
ま
で
見
送
っ

て
い
ま
す
。
戦
争
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
支
援
の
輪
の
大
き
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
な
お
、
徴
集
軍
馬
主
に
も
二
円
の
見
舞
金
を
贈
っ
て
お
り
、
軍
馬
出
発
時
に
は
、

そ
の
従
者
に
も
一
円
五
〇
銭
が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

出
征
兵
士
の
扁
額  

日
露
戦
争
が
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
始
ま
り
三
十
八
年
に
終

わ
り
ま
す
。
戦
争
に
は
七
日
市
場
か
ら
一
六
人
が
従
軍
し
た
と
分
か
る
扁
額
が
神
社
拝
殿
に

あ
り
ま
す
。
四
十
年
、
青
年
団
・
耕
地
中
と
あ
り
、
兵
士
の
帰
還
後
に
、
区
民
が
凱
旋
の
記

念
・
お
礼
と
し
て
、
扁
額
を
あ
げ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 
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明
治
初
期
の
学
校 
『
温
明
教
育
』
（
大
正
十
二
年
発
行
）
を
み
ま
す
と
、
明
治
六
年
（
一

八
七
三
）、
平
福
寺
を
校
舎
に
し
て
「
協
成
学
校
」
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
支
校
と
し
て
長
徳
寺

に
「
一
日
市
学
校
」
が
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
日
市
場
と
七
日
市
場
の
学
区
で
あ
っ
た
か

ら
「
両
市
学
校
」
と
も
呼
ば
れ
、
当
時
の
就
学
児
童
数
は
男
子
二
五
人
、
女
子
五
人
で
し
た
。 

 

そ
れ
が
明
治
七
年
に
独
立
し
て
「
明
志
学
校
」
と
な
り
、
さ
ら
に
校
名
が
「
一
日
市
学
校
」

と
な
り
ま
し
た
。 

 
 生

徒
心
得
か
ら 

一
日
市
学
校
で
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
「
小
学
生
徒
心
得
」
十
七
条
の
第
一

条
に
は
、 

 

「
毎
朝
早
ク
起
キ
、
顔
ト
手
ヲ
洗
イ
口
ヲ
漱 す

す

ギ
髪
ヲ
掻 か

キ
、
父
母
ニ
礼
ヲ
述
ベ
、
朝
食
事 

 

 
 

終
レ
バ
学
校
ヘ
出
ル
用
意
ヲ
為 な

シ
、
先
ズ
筆
紙
書
物
等
ヲ
取
揃 そ

ろ

エ
置
キ
テ
取
落
シ
ナ
キ 

 
 

様
致
ベ
シ
。
但
シ
出
ル
時
ト
帰
タ
ル
時
ニ
ハ
必
ズ
挨
拶
ヲ
為
ス
ベ
シ
。」 

と
あ
り
、
生
活
の
基
本
を
教
え
て
い
ま
す
。
十
七
条
ま
で
も
主
と
し
て
礼
儀
作
法
、
立
居
振

舞
い
を
説
い
て
い
ま
す
。 

  

七
日
市
場
に
は
派
出
所
が 

明
治
十
六
年
八
月
か
ら
十
九
年
三
月
ま
で
、
宮
村
墓
地
に
あ
っ

た
阿
弥
陀
堂
は
、
一
日
市
学
校
の
派
出
所
と
し
て
学
校
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

 

阿
弥
陀
堂
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
記
録
に
あ
る
堂
で
す
。
当
時
廃
堂
に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
七
日
市
場
の
住
民
は
十
六
年
七
月
に
、「
一
日
市
学
校
へ
は
距
離
が
遠
く
十
歳

以
下
の
生
徒
は
大
変
で
、
雨
や
雪
の
日
は
十
歳
以
上
も
登
校
に
困
難
で
あ
る
」
と
、
七
日
市

場
支
校
に
す
る
よ
う
に
平
面
図
を
つ
け
願
い
出
た
の
で
す
。 

 

な
お
、
明
治
十
六
年
の
一
日
市
学
校
の
就
学
生
徒
一
五
四
人
の
う
ち
、
七
日
市
場
は
八
四

人
で
、
七
日
市
場
の
生
徒
数
が
多
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
住
民
の

願
い
は
届
か
ず
、
阿
弥
陀
堂
は
一
日
市
場
学
校
の
七
日
市
場
派
出
所
と
な
っ
た
の
で
す
。 

          

七日市場支校平面図 

(36坪余) 
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御
大
典
「
紀
念
碑
」 

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
諏
訪
神
社
境
内
に
、
大
正
四
年
に
御
大
典

が
あ
っ
た
新
天
皇
を
祝
す
「
紀
念
碑
」（
記
）
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

地
区
で
は
御
大
典
を
記
念
し
て
、
諏
訪
神
社
の
社
務
所
・
神
庫(

宝
蔵
庫)

の
建
設
、
金
刀

比
羅
社
の
移
転
な
ど
を
進
め
、
大
掛
か
り
な
神
社
改
修
事
業
の
完
成
を
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、

念
願
で
あ
っ
た
「
神
饌

し
ん
せ
ん

幣
帛

へ
い
は
く

供
き
ょ
う

進
社

し
ん
し
ゃ

」
の
指
定
を
受
け
、
事
業
成
就
の
喜
び
を
「
紀
念
碑
」

と
し
て
表
わ
し
た
の
で
す
。 

 

野
々
山
正
鳳

し
ょ
う
ほ
う

書
の
碑
文
に
は
「
氏
子
欣
然
と
し
て
資
を
献
ず
る
者
、
雲
集

う
ん
し
ゅ
う

子
来

し

ら

い

し
て
忽

巨
金
を
得
、
社
殿
を
修
復
し
、
社
務
所
を
新
設
し
、
宝
蔵
庫
を
造
作
し
、
規
模
一
新
境
内
豹
変

ひ
ょ
う
へ
ん

す
。
是
を
以
っ
て
政
府
其
の
特
志
を
嘉 よ

み

し
、
神
霊
を
慰
め
永
く
幣
帛
を
供
進
し
、
神
社
の
維

持
を
指
定
せ
し
む
」
と
当
時
の
区
民
の
意
気
込
み
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

社
務
所
・
回
廊
の
建
設 

社
務
所
等
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
七
日
市
場
の
歴
史
十
回
に
記
し

て
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
ま
す
。 

 

大
正
五
年
、
社
務
所
・
廻
廊
の
建
設
の
た
め
に
、
敷
地
予
定
地
の
樹
木
、
目
通
り
約
三
尺(

九

〇
㌢)

の
松
四
本
と
、
八
寸
か
ら
二
尺
く
ら
い
の
杉
二
三
本
が
伐
採
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
社

務
所
の
大
き
さ
は
、
間
口
五
間
三
尺
、
奥
行
き
二
間
三
尺
で
、
廻
廊
は
間
口
三
間
、
奥
行
き

六
尺
で
す
。 

  

宝
蔵
庫
の
建
設
等 

大
正
六
年
の
宝
蔵
庫
の
建
設
は
、
額
殿
の
取
り
除
き
と
金
刀
比
羅
社
の

修
理
移
転
を
併
せ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
額
殿
は
拝
殿
と
鳥
居
の
ほ
ぼ
中
間
に
、
二
間
四
方
の

大
き
さ
で
あ
り
、
扁
額
や
宝
物
が
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

金
刀
比
羅
社
は
、
間
口
二
間
、
奥
行
き
三
間
で
、
鳥
居
を
入
っ
た
北
側
に
建
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
を
、
諏
訪
神
社
拝
殿
南
の
現
在
地
に
移
築
し
、
併
せ
て
諏
訪
神
社
北
に
あ
っ
た
八

王
子
社
と
諏
訪
神
社
南
に
あ
っ
た
秋
葉
社
を
合
祀
し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
社
務
所
・
宝
蔵
庫
等
の
建
設
に
は
六
〇
〇
円
を
越
す
費
用
を
要
し
、
す
べ
て
氏
子

の
寄
付
で
賄
っ
て
い
ま
す
。
区
民
の
皆
さ
ん
の
熱
意
を
感
じ
ま
す
。 
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鶏
の
柵
飼
い
に
規
約 

大
正
五
年(

一
九
一
六)

二
月
二
十
九
日
の
区
初
集
会
で
は
、
鶏
を
柵

飼
い
に
す
る
こ
と
を
決
議
し
て
い
ま
す
。
規
約
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、 

 

一 

農
事
正
副
組
合
長
こ
れ
を
処
理
す
る
。 

 

一 

規
約
に
違
背
し
た
る
と
き
は
、
組
合
長
協
議
の
上
こ
れ
を
処
分
す
る
。 

 

一 

こ
れ
が
為
生
じ
た
る
費
用
は
、
違
犯
者
に
お
い
て
負
担
た
る
べ
き
こ
と
。 

 

一 

右
規
約
実
行
す
る
た
め
、
各
自
署
名
捺
印
す
る
こ
と
。 

 

と
あ
り
、
区
民
が
署
名
捺
印
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
こ
ろ
、
鶏
の
放
し
飼
い
で
、
隣
近
所
の
畑
が
荒
ら
さ
れ
る
こ
と
や
、
秋
に
は
干
し
籾

な
ど
ま
で
も
荒
ら
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
お
互
い
に
、
他
家
の
鶏

を
追
い
払
う
こ
と
に
困
っ
て
お
り
、
署
名
捺
印
ま
で
し
て
約
束
し
た
の
で
す
。 

  

賞
金
を
出
し
て
禁
止
を 

た
だ
そ
の
後
の
動
き
を
み
る
と
、
こ
の
規
約
に
よ
り
し
ば
ら
く
は

よ
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
完
全
に
は
鶏
の
放
し
飼
い
止
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

大
正
十
二
年(

一
九
二
三)

の
集
会
記
録
に
は
、「
鶏
の
柵
飼
い
の
励
行
を
青
年
会
に
依
頼
し

て
、
道
路
補
助
金
の
残
額
全
部
を
青
年
会
に
渡
す
」
と
あ
り
、
ま
た
鶏
の
放
し
飼
い
に
悩
み
、

青
年
会
へ
の
協
力
依
頼
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
正
十
三
年
の
初
集
会
に
は
、
組
合
を
組
織
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。
七
日
市
場
を

一
〇
組
に
分
け
、
組
長
を
置
い
て
組
内
を
監
視
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
成
績
が

優
秀
な
組
合
に
は
、
賞
金
を
二
円
出
す
と
し
て
い
ま
す
。 

  

そ
の
後
も
課
題
に 

そ
の
後
も
鶏
の
柵
飼
い
は
、
初
集
会
で
協
議
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

大
正
十
四
年
に
は
、
組
長
が
本
人
に
戒
め
を
与
え
、
聞
か
な
い
と
き
は
惣
代
が
処
理
す
る

と
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
年
に
は
、
違
約
者
へ
は
惣
代
か
ら
二
回
注
意
を
与
え
、
そ
れ

で
も
実
行
し
な
い
と
き
は
猫
い
ら
ず
を
散
布
す
る
と
決
め
て
い
ま
す
。
よ
ほ
ど
悩
み
困
っ
て

い
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

以
後
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
こ
ろ
ま
で
柵
飼
い
の
呼
び
か
け
は
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
全
体
的
に
は
実
行
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
す
が
、
な
か
に
は
放
し
飼
い
の
人
が
い
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

七
日
市
場
の
人
々
は
、
地
域
の
生
活
向
上
の
た
め
に
知
恵
を
出
し
合
い
、
約
束
を
決
め
て

実
行
し
、
と
き
に
は
修
正
し
て
、
息
長
く
繰
り
返
し
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 
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青
年
会
が
図
書
館
運
営 

七
日
市
場
の
青
年
会
は
、
明
治
末
年
こ
ろ
に
は
始
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
大
正
期
の
活
動
に
は
、
道
標
作
り
や
神
社
の
清
掃
な
ど
と
と
も
に
、
図
書
館
運
営
が
あ

り
ま
し
た
。 

 

図
書
館
運
営
は
、
区
か
ら
十
円
ほ
ど
の
補
助
金
を
受
け
て
図
書
を
購
入
し
、
貸
し
出
し
も

し
て
い
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
購
入
し
、
現
在
も
残
っ
て
い
る
図
書
は
八
〇
冊
で
す
。 

 

内
訳
は
、
明
治
の
末
期
に
発
刊
さ
れ
た
『
新
国
民
の
修
養
』
『
バ
イ
ロ
ン
文
学
の
大
魔
王
』

な
ど
五
冊
、
大
正
期
発
刊
の
『
青
年
と
功
名
心
』
『
政
治
の
倫
理
化
』
『
如
何
に
生
活
す
べ
き

乎
』
『
農
村
刷
新
と
自
治
』
な
ど
の
修
養
書
が
三
八
冊
、
『
切
捨
て
御
免
』
『
坊
ち
ゃ
ん
』
『
青

銅
の
基
督
』
な
ど
の
小
説
が
三
二
冊
、
『
温
室
園
芸
の
知
識
』
『
養
豚
秘
訣
』
な
ど
の
農
業
書

が
五
冊
で
す
。 

 

内
容
を
み
る
と
、
青
年
の
生
き
方
、
政
治
の
あ
り
方
、
農
業
や
農
村
の
あ
り
方
な
ど
に
関

す
る
教
養
書
が
多
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
青
年
た
ち
が
新
し
い
生
き
方
や
農

村
づ
く
り
に
燃
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

  

昭
和
へ
続
い
た
図
書
館
運
営 

青
年
会
の
図
書
館
運
営
は
、
昭
和
に
な
っ
て
い
っ
そ
う
活
発

に
な
り
、
青
年
会
員
が
少
な
く
な
っ
た
戦
時
中
も
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
戦
後
も
運
営
さ
れ
青

年
会
活
動
が
終
わ
る
四
十
年
代
こ
ろ
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
図
書
は
棚
に
整
理
さ
れ
、

平
成
八
年
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
が
建
設
さ
れ
る
と
き
に
物
置
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

 

平
成
十
四
年
、『
三
郷
村
誌
』
編
纂
の
折
に
書
名
・
発
行
年
等
が
調
査
さ
れ
、
昭
和
期
も
含

め
全
五
五
七
冊
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
年
二
月
、「
七
日
市
場
の
歴
史
を
学
ぶ
会
」

が
、
市
の
補
助
金
等
を
得
て
書
棚
を
購
入
し
、
全
図
書
を
二
階
多
目
的
ホ
ー
ル
に
保
管
し
ま

し
た
。 

      



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
一
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

 

青
年
会
が
生
活
改
善
の
提
言 

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
の
初
集
会
決
議
録
に
は
、「
青
年

よ
り
提
案
に
係
わ
る
生
活
改
善
に
関
す
る
件
は
、
委
員
を
挙
げ
協
議
す
る
こ
と
。
た
だ
し
委

員
は
、
評
議
員
及
び
評
議
員
選
出
組
合
よ
り
参
加
の
委
員
を
挙
げ
、
そ
の
具
体
案
を
協
議
す

る
こ
と
。
こ
の
場
合
は
青
年
も
共
に
協
議
に
参
加
す
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。 

青
年
会
の
記
録
に
は
、
「
生
活
改
善
の
一
部
分
、
冠
婚
葬
祭
に
つ
き
大
体
の
案
を
提
出
し
、

耕
地
一
般
の
自
省
と
実
行
を
促
す
。
大
体
賛
意
を
表
示
し
、
共
同
研
究
の
上
決
定
す
る
」
と

あ
り
、
集
会
で
は
「
実
行
が
可
能
か
」「
木
戸
ご
と
に
異
な
る
習
慣
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
」

な
ど
の
意
見
も
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

改
善
へ
の
熱
意
が 

さ
ら
に
記
録
に
は
「
時
代
の
進
行
に
従
い
生
活
の
簡
素
化
を
は
か
り
、

虚
礼
な
ど
は
廃
す
る
が
至
当
で
あ
る
。
旧
来
の
陋 ろ

う

習
慣
を
墨
守

ぼ
く
し
ゅ

す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
か
。

左
様
な
も
の
は
積
極
的
に
打
破
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」「
不
況
の
た
め
声
を
大
に
す
る
も
の
で
は
な

い
。
好
景
気
時
代
と
い
え
ど
も
同
様
に
し
て
、
将
来
は
各
々
そ
の
必
要
を
痛
感
す
る
で
あ
ろ

う
」
と
あ
り
、
実
行
へ
の
熱
意
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

当
時
は
、
結
婚
式
や
葬
式
に
参
列
す
る
と
、
帰
り
に
は
両
手
に
持
て
な
い
ほ
ど
の
引
き
出

物
を
下
げ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
情
景
を
み
て
、
青
年
会
が
反
省
し
て
提

言
を
出
し
た
の
で
す
。
青
年
た
ち
の
社
会
を
見
る
目
の
鋭
さ
や
純
粋
な
心
の
訴
え
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。 

 

村
で
も
生
活
改
善
を 

集
会
後
、
区
は
青
年
会
と
研
究
・
協
議
し
て
い
ま
す
が
、
規
定
内
容

を
ど
う
決
め
た
か
不
明
で
す
。
そ
の
後
、
明
盛
村
で
も
生
活
改
善
を
決
め
、
九
年
の
初
集
会

決
議
録
に
は
「
役
場
よ
り
通
達
あ
り
た
る
生
活
改
善
に
関
す
る
件
は
、
従
来
七
日
市
場
に
て

実
行
し
来
る
規
定
に
よ
り
進
む
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。 

規
定
は
不
明
で
す
が
、
提
言
を
活
か
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
青
年
た
ち
の
先
見
の
明
や

勇
気
が
、
地
域
の
人
々
の
心
を
動
か
し
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
二
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

 

 

青
年
会
が
諏
訪
神
社
の
清
掃 

昭
和
二
年
の
耕
地
決
議
録
に
、「
青
年
会
は
奉
仕
の
意
味
に

お
い
て
、
社
地
の
掃
除
を
す
べ
く
申
し
出
た
る
に
よ
り
、
是
を
採
用
す
る
。
よ
っ
て
耕
地
は
、

そ
の
報
酬
と
し
て
落
ち
葉
を
こ
れ
に
提
供
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

青
年
会
は
奉
仕
活
動
を
行
い
、
落
ち
葉
を
提
供
さ
れ
ま
し
た
。
諏
訪
神
社
の
落
ち
葉
は
、

大
正
の
こ
ろ
よ
り
入
札
に
よ
っ
て
区
民
に
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
落
ち
葉
は
、
薪
の
焚
き
つ

け
と
し
て
最
良
の
も
の
で
、
み
ん
な
が
競
っ
て
入
札
に
参
加
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
青

年
会
は
い
い
収
入
源
に
も
な
り
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
清
掃
の
奉
仕
活
動
を
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 

祭
典
の
推
進
も
積
極
的
に 

青
年
会
は
諏
訪
神
社
の
祭
典
の
執
行
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
十
二
年
三
月
十
五
日
の
青
年
会
記
録
に
は
、
祭
典
の
推
進
に
つ
い
て
協
議
し
た
こ

と
が
、
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

一 

太
鼓
打
ち
の
件 

三
月
十
八
日
よ
り
毎
夜
七
時
よ
り
十
時
ま
で
と
す
。
全
員
出
席
の 

 

 
 
 

こ
と
。 

 

一 

余
興
の
件(

寄
付
行
為)

に
て
、
予
算
五
十
円
を
も
っ
て
活
動
写
真
を
行
う
。
花
火
の 

 
 
 

打
ち
上
げ
、
で
く
を
揃
え
る
こ
と
。 

 

一 

祭
典
準
備
中
、
出
不
足
の
徴
収
を
必
要
と
全
会
員
が
認
め
た
る
者
に
は
、
一
日
金
五 

 
 
 

十
銭
を
徴
収
す
る
。 

 

一 

舞
台
の
二
階
へ
は
、
適
齢
者
以
外
は
上
が
ら
ぬ
こ
と
。 

 

一 

総
代
に
対
し
、
角
灯
籠
二
十
円
の
作
成
を
申
請
。 

 

一 

同
じ
く
灯
籠
足
の
改
造
の
申
請
を
す
る
こ
と
。 

 

一 

祭
典
執
行
の
両
日
は
、
舞
台
を
曳
く
に
小
人
数
で
は
困
難
な
る
こ
と
と
、
賑
や
か
に 

 
 
 

行
う
関
係
上
、
会
員
は
何
人
を
問
わ
ず
出
席
の
こ
と
。
若
し
不
都
合
の
場
合
は
代
理 

 
 
 

を
出
す
こ
と
。
若
し
欠
席
の
場
合
は
一
日
金
五
十
銭
の
出
不
足
金
を
徴
収
。 

  

青
年
会
が
余
興
や
花
火
な
ど
に
つ
い
て
決
め
、
祭
り
を
賑
や
か
に
す
る
た
め
、
欠
席
者
か

ら
出
不
足
金
を
集
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
年
、
約
九
十
五
円
の
寄
付
を
得
て
、
余
興
は
、
宵
祭
の
四
月
十
日
は
映
画
、
本
祭
の

十
一
日
は
小
屋
を
作
り
浪
曲
を
し
て
い
ま
す
。
青
年
会
は
、
祭
典
当
日
は
大
幟
立
て
、
灯
籠

吊
り
、
拝
殿
の
装
飾
を
行
い
、
余
興
の
運
営
な
ど
に
も
取
り
組
み
、
積
極
的
に
祭
典
を
推
進

し
て
い
ま
す
。 

   



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
三
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

 

 

青
年
会
出
征
会
員
を
見
送
る 

昭
和
六
年
（
一
九
三
八
）
満
州
事
変
が
起
き
、
日
中
の
関
係

が
厳
し
い
局
面
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
七
年
に
は
、
明
盛
村
か
ら
一
三
人
が
第
十
四
師

団
に
入
営
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
七
日
市
場
か
ら
は
一
人
が
参
加
し
、
公
会
堂
で
青
年
会
、

軍
人
会
、
耕
地
一
般
で
送
別
会
を
行
い
、
あ
と
一
日
市
場
駅
で
見
送
り
ま
し
た
。 

 

青
年
会
記
録
に
は
、「
興
奮
と
感
激
、
緊
張
が
張
る
。
小
学
生
が
小
さ
な
日
の
丸
の
旗
を
振

り
振
り
、“
万
歳
万
歳
”
と
叫
ぶ
時
、
涙
な
し
に
は
見
ら
れ
な
い
劇
的
光
景
だ
。
戦
時
気
分
が

充
満
し
て
各
々
緊
張
の
色
が
見
え
る
」
と
あ
り
ま
す
。
会
員
を
見
送
る
青
年
た
ち
は
、
友
が

元
気
で
過
ご
し
、
再
び
相
見
る
時
を
祈
り
つ
つ
見
送
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

  

戦
争
へ
の
動
き
の
中
へ 

昭
和
十
二
年
二
月
、
青
年
会
は
軍
事
講
演
会
を
計
画
・
実
施
し
て

い
ま
す
。
十
年
に
発
足
し
た
女
子
青
年
会
と
協
力
し
て
、
温
明
青
年
学
校
生
徒
、
氷
室
男
女

青
年
会
、
倭
村
青
年
訓
練
所
、
一
日
市
場
男
女
青
年
会
、
軍
人
分
会
等
へ
通
知
や
招
待
案
内

を
し
て
い
ま
す
。
当
日
は
、
講
師
に
司
令
部
の
少
佐
を
招
き
、
東
洋
モ
ン
ロ
ー
主
義
に
基
づ

く
日
中
問
題
の
情
勢
と
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
ま
す
。
記
録
に
は
、「
参
加
者

も
多
く
、
主
催
し
た
青
年
会
員
も
満
足
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
年
の
七
月
に
は
日
中
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
八
月
に
は
、
七
日
市
防
護
団

の
実
地
演
習
並
び
に
第
一
回
の
防
空
演
習
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
青
年
会
も
次
第
に
戦
争
へ

の
動
き
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

  

出
征
兵
士
の
増
加 

昭
和
十
二
年
に
六
名
で
あ
っ
た
出
征
兵
士
は
、
十
四
年
に
は
八
名
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
十
六
年
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
戦
争
へ
の
道
を
一
層
進
む
状
況

に
な
り
、
十
七
年
は
八
人
、
十
八
年
は
二
〇
人
、
十
九
年
は
一
〇
人
の
会
員
が
出
征
し
て
い

ま
す
。 

 

 

な
お
、
こ
の
数
は
青
年
会
記
録
か
ら
で
、
戦
争
が
し
烈
さ
を
増
し
て
か
ら
は
、
会
員
以
外

の
方
の
出
征
も
考
え
ら
れ
、
全
体
で
は
も
っ
と
多
く
の
方
が
出
征
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

一
方
、
戦
地
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
英
霊
と
し
て
帰
還
さ
れ
る
方
も
み
え
ま
し
た
。『
三
郷

村
誌Ⅰ

』
に
よ
る
と
、
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
七
日
市
場
の
戦
死
者
は
二
〇
人
程
が
推
定
さ

れ
ま
す
。 

    



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
四
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

 

戦
死
さ
れ
た
宮
坂
さ
ん 

太
平
洋
戦
争
は
国
を
挙
げ
て
の
総
力
戦
で
、
多
く
の
方
が
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
。
七
日
市
場
で
は
二
十
人
を
こ
す
戦
死
者
が
お
り
、
そ
の
一
人
に
、
昭
和
二
十

年(

一
九
四
五)

三
月
二
十
九
日
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
ル
島
で
亡
く
な
っ
た
宮
坂
靖
夫
大
尉(

三
八

歳)

が
い
ま
す
。 

 

宮
坂
さ
ん
は
、
昭
和
三
年
幹
部
候
補
生
と
し
て
高
崎
市
の
歩
兵
十
五
連
隊
に
入
隊
し
、
七

年
陸
軍
歩
兵
少
尉
に
な
り
、
一
時
除
隊
し
て
い
ま
す
。 

 

十
四
年
か
ら
母
校
の
南
安
曇
農
学
校
に
勤
め
、
十
五
年
か
ら
は
、
高
家
尋
常
小
学
校
に
勤

め
四
年
生
を
担
任
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
六
年
七
月
、
召
集
令
状
を
う
け
て
再
入
隊
し
た

の
で
す
。 

 

教
え
子
の
便
り 

五
年
生
の
児
童
た
ち
は
、
教
師
の
出
征
を
見
送
り
、
便
り
を
出
し
て
い
ま

す
。
そ
の
一
部
を
み
る
と
「
お
見
送
り
す
る
時
、
知
ら
ず
に
涙
が
で
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ほ
ん
と
う
に
お
国
の
た
め
と
は
い
い
な
が
ら
ご
苦
労
様
で
す
」「
こ
の
間
先
生
か
ら
御
便
り
を

い
た
だ
い
た
時
、
僕
は
な
ん
だ
か
先
生
に
あ
え
た
よ
う
に
う
れ
し
く
て
だ
い
じ
に
し
ま
っ
て

あ
り
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
兵
隊
さ
ん
の
苦
労
を
思
う
と
、
し
ら
ず
に
心
が
し
ま
っ
て
な
ま
け

て
お
っ
て
は
い
け
な
い
、
う
ん
と
勉
強
し
よ
う
と
思
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。 

児
童
は
、
先
生
の
苦
労
を
思
い
な
が
ら
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

家
族
へ
の
便
り 

宮
坂
さ
ん
は
、
金
沢
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
島
、
ブ

ー
ゲ
ン
ビ
ル
島
と
移
動
し
、
戦
地
か
ら
家
族
に
幾
通
か
の
便
り
を
出
し
て
い
ま
す
。
今
い
る

土
地
の
よ
う
す
や
敵
と
四
、
五
百
㍍
位
の
と
こ
ろ
で
戦
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
知
ら
せ
て
い

ま
す
が
、
文
末
で
は
「
家
の
こ
と
は
父
や
栄
子(

奥
様)

に
ま
か
せ
た
」「
子
ど
も
は
し
っ
か
り

育
て
る
こ
と
。
具
合
が
悪
か
っ
た
ら
す
ぐ
治
療
せ
よ
」
な
ど
と
、
い
つ
も
三
人
の
子
ど
も
へ

の
心
遣
い
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

便
り
は
、
初
め
は
手
紙
が
多
く
、
戦
争
が
厳
し
く
な
る
に
つ
れ
葉
書
に
な
り
、
数
も
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
家
族
は
、
検
閲
印
の
あ
る
便
り
を
み
ん
な
で
読
み
合
い
健
勝
を
祈
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。 

 
 

 



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
五
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

～
戦
時
下
の
生
活
～
（
イ
） 

 

戦
時
体
制
の
強
化 

昭
和
十
二
年
（
一
九
三
一
）
日
中
戦
争
が
始
ま
り
、
政
府
は
「
国
民

精
神
総
動
員
実
施
要
項
」
を
決
め
て
、
大
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。 

 

昭
和
十
三
年
一
月
二
十
日
発
行
の
「
温
村
報
」
に
は
、「
国
民
精
神
総
動
員
」
の
呼
び
か
け

三
五
項
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
部
を
み
ま
す
と
、 

 
 

・
洋
服
、
帽
子
、
シ
ャ
ツ
、
セ
ー
タ
ー
等
の
毛
織
物
、
革
靴
の
新
調
は
な
る
べ
く
見
合 

 
 
 

 

 
 
 

わ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

・
金
属
製
、
ゴ
ム
製
の
玩
具
は
な
る
べ
く
つ
か
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

・
舶
来
の
酒
類
、
煙
草
、
紅
茶
は
飲
ま
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

・
鉄
、
銅
製
の
ス
ト
ー
ブ
等
の
新
調
は
な
る
べ
く
控
え
ま
し
ょ
う
。 

と
あ
り
、
生
活
の
細
部
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
昭
和
十
三
年
三
月
に
「
国
家
総
動
員
法
」
が
成
立
し
、
労
務
・
物
資
・
賃
金
・ 

物
価
・
施
設
な
ど
、
国
民
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
統
制
・
徴
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
戦
時

体
制
が
だ
ん
だ
ん
と
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

 

生
活
改
善
一
一
項
目
の
決
定 

 

人
々
の
生
活
が
日
を
追
っ
て
厳
し
く
な
っ
て
い
く
中
、
十

五
年
十
一
月
二
十
九
日
、
七
日
市
場
で
は
臨
時
耕
地
集
会
を
開
き
、
生
活
改
善
十
一
項
目
を

決
め
ま
し
た
。 

 

主
な
も
の
を
み
ま
す
と
、 

 
 

一 

初
集
会
及
び
新
年
会
は
酒
を
廃
し
、
菓
子
金
三
円
と
す
。 

 
 

一 

氏
神
祭
典
の
余
興
を
行
う
場
合
は
、
評
議
員
会
を
開
き
決
定
す
。 

 
 

一 

兵
士
送
迎
の
花
火
は
、
出
発
の
際
三
発
、
帰
郷
の
際
は
こ
れ
を
止
む
。 

 
 

一 

酒
は
出
発
・
帰
郷
共
に
一
升
と
す
。 

 
 

一 

盆
・
新
霊
は
、
近
親
者
以
外
は
見
舞
い
を
廃
す
。 

と
あ
り
ま
す
。
国
策
に
沿
い
、
戦
時
体
制
に
向
か
っ
て
厳
し
い
制
約
を
決
め
た
区
民
の
気
持

ち
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

「
常
会
」
の
設
置 

昭
和
十
五
年
頃
よ
り
、
「
常
会
」
の
設
置
が
始
ま
り
ま
し
た
。
七
日
市

場
で
は
、
昭
和
十
六
年
の
初
集
会
で
次
の
よ
う
に
決
め
て
い
ま
す
。 

 
 

常
会
長
一
名
、
総
代
三
名
、
副
会
長
一
名
は
総
代
の
互
選
。
常
会
長
の
任
期
は
二
年
。

従
来
の
評
議
員
は
廃
し
、
隣
組
長
及
び
副
組
長
に
評
議
員
の
権
限
を
付
与
。 

 

隣
組
が
整
備
、
制
度
化
さ
れ
て
、
常
会
長
の
下
で
隣
組
長
や
副
組
長
が
耕
地
の
運
営
を
し

て
い
き
ま
し
た
。 

 



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
六
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

～
戦
時
下
の
生
活
～
（
ロ
） 

  

米
穀
の
配
給 

戦
時
体
制
が
強
化
さ
れ
、
米
穀
や
衣
類
の
配
給
な
ど
が
人
々
の
生
活
を
日
常

化
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
十
一
月
、「
米
穀
ノ
配
給
制
度
ニ
関
ス
ル
応
急
措
置
法
」
が
公

布
さ
れ
、
十
五
年
二
月
、
県
が
「
米
穀
配
給
統
制
要
項
」
を
定
め
て
米
穀
の
配
給
制
度
が
始

ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
米
の
自
由
な
売
買
が
で
き
な
く
な
る
と
と
も
に
麦
に
つ
い
て

も
統
制
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

米
の
配
給
量
は
、
初
め
は
大
人
一
般
が
一
日
米
三
合
で
、
十
七
年
に
は
米
に
押
し
麦
・
割

り
麦
な
ど
が
組
み
合
わ
さ
れ
ま
し
た
。
十
八
年
に
は
、
米
は
二
合
三
勺
に
減
っ
た
上
、
大
豆

や
じ
ゃ
が
い
も
・
さ
つ
ま
い
も
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

  

衣
料
の
切
符
制 

昭
和
十
七
年
、
不
足
す
る
衣
料
品
を
公
平
に
分
配
し
よ
う
と
、
衣
料
切
符

制
が
始
ま
り
ま
し
た
。
一
人
一
年
間
に
都
市
部
で
は
一
〇
〇
点
、
郡
部
で
は
八
〇
点
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
日
用
品
を
購
入
す
る
時
の
切
符
の
点
数
は
、
靴
下
三
点
、

タ
オ
ル
三
点
、
シ
ャ
ツ
一
二
点
、
ズ
ボ
ン
一
五
点
、
背
広
三
つ
ぞ
ろ
い
一
五
〇
点
な
ど
と
決

め
ら
れ
、
切
符
の
範
囲
内
で
し
か
買
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。 

  

組
合
を
通
し
た
配
給 

七
日
市
場
第
二
組
合
（
藤
の
木
）
昭
和
十
七
年
十
一
月
十
五
日
の
記

録
に
は
、
配
給
品
と
し
て
薪
五
束
を
三
軒
に
、
塩
い
わ
し
を
七
軒
に
分
け
、
他
に
軍
手
二
、

衛
生
綿
一
、
紺
織
一
着
分
と
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
十
二
月
二
十
五
日
に
は
、
酒
、
マ
ッ
チ
、

粉
石
鹸
が
、
十
八
年
二
月
二
十
四
日
に
は
、
塵
紙
、
石
鹸
、
地
下
足
袋
、
雪
袴
、
軍
手
が
記

録
さ
れ
、
生
活
必
需
品
の
配
給
が
日
常
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

※
「
衣
料
切
符
」
は
『
三
郷
村
誌
』
か
ら
転
載
で
す
。
お
持
ち
の
方
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

  

 
 

 



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
七
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

～
戦
時
下
の
生
活
～
（
ハ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

涅
槃
会 

昭
和
十
七
年
の
集
会
記
録
に
、
お
釈
迦
様
の
縁
日
に
関
し
て
「
本
年
は
陽
暦
三

月
二
十
一
日
午
前
九
時
よ
り
催
し
、
お
供
え
の
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
は
、
例
年
一
斗
分
の
粉
を
用
い

た
る
も
、
時
局
に
鑑
み
米
一
升
分
の
粉
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
つ
。
尚
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
の
件
は
今

後
当
分
の
間
本
年
の
例
に
よ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
時
中
も
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
を

作
り
、
涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
）
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

  

涅
槃
図
の
発
見
か
ら 

昨
年
、
涅
槃
図
が
諏
訪
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、

「
七
日
市
場
の
歴
史
を
学
ぶ
会
」
で
は
、
七
月｢
涅
槃
図
の
絵
解
き｣

の
学
習
会
を
し
ま
し
た
。 

涅
槃
図
は
、
釈
迦
が
沙
羅
双
樹
の
下
で
、
頭
を
北
に
し
て
入
滅
し
、
周
囲
に
弟
子
や
鬼
畜
な

ど
が
集
ま
り
、
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
耕
地
（
区
）
で
は
、
こ
れ

を
釈
迦
の
入
滅
の
頃
に
公
民
館
に
掲
げ
、
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
を
供
え
涅
槃
会
を
し
て
き
た
の
で
す
。 

学
習
会
の
前
後
に
は
、
七
日
市
場
の
涅
槃
会
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
年
こ
ろ
ま
で
行
っ
て

い
た
、
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
は
耕
地
総
代(

区
長)

の
家
で
近
所
の
方
の
協
力
を
得
て
作
っ
た
、
涅
槃

図
は
神
社
の
宝
蔵
倉
か
ら
持
参
し
た
、
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
は
子
ど
も
た
ち
に
配
っ
た
な
ど
が
分
か

ま
し
た
。
な
お
、
神
社
で
涅
槃
図
を
保
管
し
て
い
る
の
は
、
宮
村
に
あ
っ
た
阿
弥
陀
堂
か
ら

移
管
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

 

涅
槃
会
の
復
活 

そ
の
後
、
歴
史
の
会
で
は
真
々
部
専
念
寺
、
佐
久
泉
龍
院
の
涅
槃
図
を
拝

観
し
て
き
ま
し
た
。
二
つ
に
比
べ
七
日
市
場
の
も
の
は
、
小
品
で
す
が
、
釈
迦
が
大
き
く
描

か
れ
、
色
彩
が
美
し
い
こ
と
が
特
色
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

歴
史
の
会
で
は
、
三
月
二
十
三
日
、
公
民
館
で
涅
槃
会
を
行
い
、
ヤ
シ
ョ
ウ
マ
も
配
り
ま

す
。
七
日
市
場
村
が
成
立
し
て
三
五
一
年
目
に
、
涅
槃
会
が
復
活
し
ま
す
。 

 

 



七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
八
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 
 

 
 

 

～
戦
時
下
の
生
活
～
（
ニ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

臨
戦
体
制
の
推
進 
昭
和
十
八
年
の
耕
地
集
会
記
録
に
「
七
日
市
区
は
、
時
勢
の
進
展
に
即

応
し
、
部
落
常
会
態
勢
を
取
り
入
れ
部
落
常
会
長
を
し
て
耕
地
総
代
を
兼
任
せ
し
め
、
従
来

三
名
の
惣
代
を
四
名
に
改
む
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
任
期
を
二
か
年
と
し
て
再
選
を
さ

ま
た
げ
な
い
。
選
出
方
法
は
推
薦
と
し
、
推
薦
会
を
持
っ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
各
組

毎
に
伍
長
を
置
き
、
伍
長
は
各
組
の
互
選
と
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
頃
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
襲
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
政
府
で
は
地
方
で

も
来
襲
に
備
え
て
警
戒
通
報
・
避
難
方
法
・
焼
夷
弾
に
よ
る
火
災
発
生
の
場
合
の
消
火
訓
練

等
を
通
達
し
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
が
末
端
ま
で
速
や
か
に
伝
わ
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
も
の
が
、
常
会
で
あ
り
隣
組
組

織
で
あ
っ
た
の
で
す
。
区
で
は
昭
和
十
六
年
に
決
め
た
常
会
制
を
よ
り
強
力
に
し
て
、
戦
時

下
の
国
の
臨
戦
体
制
と
国
策
を
推
進
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

祭
典
執
行
を
四
十
歳
に 

昭
和
十
九
年
の
初
集
会
記
録
に
は
、
次
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 
о

祭
典
執
行
は
、
本
年
は
数
え
年
四
十
歳
に
繰
り
上
げ
を
な
す
こ
と 

 
о

青
年
団
の
図
書
購
入
補
助
金
を
二
十
円
に
増
額
す 

 
о

来
年
度
の
初
集
会
に
は
、
各
隣
組
よ
り
酒
五
合
宛
て
持
寄
る
こ
と 

  

太
平
洋
戦
争
が
日
を
追
っ
て
厳
し
い
状
況
に
入
り
ま
し
た
。
地
区
の
青
壮
年
も
多
数
が
出
征

し
、
青
年
会
が
行
う
祭
典
の
執
行
が
困
難
に
な
り
、
年
齢
を
四
十
歳
に
繰
り
上
げ
て
舞
台
曳

き
を
し
、
翌
二
十
年
に
は
中
止
を
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
酒
類
は
厳
し
い
配
給
制
度
に
よ
っ
て
自
由
に
購
入
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
初
集

会
に
は
各
隣
組
か
ら
五
合
あ
て
持
ち
寄
り
、
全
体
で
は
五
升
位
の
お
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
、

さ
さ
や
か
で
も
心
を
通
じ
合
う
慰
労
会
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

薪
の
運
搬
の
勤
労
奉
仕 

十
九
年
十
二
月
の
評
議
員
会
で
は
、
温
明
国
民
学
校
の
冬
期
暖
房

用
の
薪
の
運
搬
に
つ
い
て
、
「
勤
労
奉
仕
を
も
っ
て
搬
出
に
誠
意
協
力
す
る
こ
と
」
「
出
不
足

は
一
日
金
四
円
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
運
搬
費
の
負
担
は
出
不
足
金
で
充
て
、

出
動
は
下
の
部
落
か
ら
順
次
行
い
、
小
倉
山
林
か
ら
薪
を
搬
出
し
ま
し
た
。
運
ば
れ
た
薪
は
、

割
っ
て
ス
ト
ー
ブ
で
焚
き
、
児
童
た
ち
が
寒
い
冬
を
暖
か
く
過
ご
し
た
の
で
す
。 

   



 

七
日
市
場
の
歴
史
（第
二
十
九
回
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
根
原 

孝
和 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

太
平
洋
戦
争
終
結 
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を

受
諾
し
て
太
平
洋
戦
争
は
終
結
し
ま
し
た
。
こ
の
日
の
正
午
、
全
国
に
ラ
ジ
オ
か
ら
「
堪
え

難
き
を
堪
え
、
忍
び
難
き
を
忍
び
…
」
と
い
う
天
皇
の
放
送
（
玉
音
）
が
流
れ
、
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
の
満
州
事
変
か
ら
日
中
戦
争
を
経
て
一
五
年
に
わ
た
る
戦
争
が
終
っ
た
の
で

す
。
こ
の
日
は
、
人
々
が
多
く
の
犠
牲
や
統
制
さ
れ
た
苦
し
い
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
、
い
ろ

い
ろ
な
思
い
の
中
、
新
し
い
生
活
を
求
め
て
い
こ
う
と
決
意
し
た
日
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

新
し
い
出
発
を 

七
日
市
場
で
は
、
年
が
明
け
た
二
十
一
年
二
月
五
日
の
耕
地
集
会
、
続
い

て
十
日
の
初
集
会
で
い
く
つ
か
の
こ
と
を
決
め
、
新
し
い
出
発
を
し
て
い
ま
す
。
主
な
も
の

は
次
の
と
お
り
で
す
。 

 
о

部
落
常
会
制
を
廃
し
耕
地
惣
代
制
に
す
る
。
定
員
四
名
、
任
期
一
年
。
選
出
は
公
選
で

南
北
部
各
二
名
。 

 
о

氏
子
総
代
は
氏
子
の
公
選
に
よ
り
、
南
北
部
各
二
名
、
任
期
三
年
。 

 
о

評
議
員
は
隣
組
毎
に
二
名
、
公
選
に
よ
り
任
期
は
一
年
。 

 
о

青
年
会
よ
り
の
申
し
出
を
決
定 

 

・
黒
板
を
新
調
し
、
書
庫
購
入
補
助
は
七
拾
円
。 

 

・
祭
典
余
興
費
は
耕
地
の
寄
付
金
で
行
う
。 

 

・
太
鼓
練
習
費
及
木
炭
費
は
農
家
一
戸
当
た
り
米
一
合
、
非
農
家
は
五
十
銭
。 

 

部
落
常
会
制
を
耕
地
惣
代
制
に
改
め
、
耕
地
の
役
員
を
公
選
に
し
、
区
の
こ
と
を
区
民
皆

で
決
め
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
青
年
達
も
要
望
を
出
し
、
以
前
か
ら
の
図
書

館
の
運
営
に
も
積
極
的
に
関
わ
り
、
耕
地
の
支
援
を
受
け
、
新
し
い
地
域
づ
く
り
に
前
向
き

に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

神
社
境
内
の
立
木
伐
採 

四
月
臨
時
耕
地
集
会
が
開
か
れ
、
氏
子
総
代
の
提
案
で
、
立
木
を

鎮
守
の
森
の
尊
厳
と
風
致
を
害
さ
な
い
程
度
、
三
分
の
一
程
伐
採
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま

す
。 

  
 

 

 

ラジオ（三郷民俗資料館蔵） 



七
日
市
場
の
歴
史
（第
三
十
回
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公
会
堂
の
増
改
築 

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
公
会
堂
が
増
改
築
さ
れ
ま
し
た
。
二

月
の
初
集
会
に
、
青
年
会
か
ら
卓
球
場
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
提
案
を
受
け
て
協
議
を
し

た
結
果
、
建
物
の
面
積
を
二
倍
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

初
集
会
後
、
評
議
員
会
を
開
い
て
方
向
を
確
認
し
、
建
築
委
員
会
を
何
回
か
開
き
、
隣
組

等
の
意
見
も
聞
い
て
推
進
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
工
事
の
内
容
は
、
西
半
分
の
板
の
間
、

玄
関
、
炊
事
場
、
小
会
議
室
二
部
屋
の
増
改
築
と
し
た
の
で
す
。 

 

費
用
は
、
区
民
の
浄
財
寄
付
と
北
沢
山
林
組
合
等
の
配
分
金
、
併
せ
て
十
一
万
円
余
と
い

う
当
時
と
し
て
は
巨
額
の
建
築
費
を
投
じ
て
、
完
成
竣
工
を
み
た
の
で
す
。
な
お
、
区
民
の

勤
労
奉
仕
を
各
隣
組
単
位
で
一
日
行
い
、
区
民
挙
げ
て
の
大
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。 

 

増
改
築
前
の
こ
と 

公
会
堂
は
、
江
戸
時
代
の
郷
蔵
（
明
和
元
年
｛
一
七
六
四
｝
の
建
て
替

え
で
は
５
間×

５
間
）
を
改
修
し
な
が
ら
使
っ
て
き
ま
し
た
。
明
治
二
十
六
年
の
記
録
に
は
、

囲
蔵
、
集
会
所
、
舞
台
蔵(

倉)

が
み
え
ま
す
。
そ
の
後
、
大
正
十
三
年
に
増
改
築
等
の
声
が

あ
り
、
十
五
年
に
東
半
分
が
増
改
築
さ
れ
ま
し
た
。 

 

舞
台
倉
の
移
転 

写
真
は
、
二
十
四
年
増
改
築
完
成
時
の
玄
関
前
で
の
記
念
写
真
で
す
。
玄

関
前
に
は
三
本
松
が
見
え
、
左
に
見
え
る
の
が
舞
台
倉
で
す
。
舞
台
倉
は
、
昭
和
五
年
に
こ

の
地
で
改
築
さ
れ
、
昭
和
三
十
六
年
に
は
公
民
館
の
南
側
に
移
転
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
平

成
八
年
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
建
設
時
に
、
諏
訪
神
社
境
内
に
移
転
さ
れ
ま
し
た
。 

  

 


